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知らない人や、わからない用件は絶対にドアを開けない!

「購入」や「契約」の前に家族など周囲の人にまず相談:

ご注意ください

で は、どうしたらよいの ?
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悪質な訪間販

悪質業者は、ドアを開けさせ、

家に上がりこもうとして、

さまざまな手口で誘います。

訪問販売での契約はクーリング・オフができます
訪問販売での契約は、契約書面を受け取つた

日から8日 間は契約を無条件で解約できる

「クーリング・オフ」が可能です。また、8日

間を過ぎてしまつた場合でも、内容によって

は解約できる場合もあるため、早めに消費者

ホツトラインに電話しましょう。
「サギ」があなたを狙つてる !

キャッシュカードを渡さないで !

困つたときはすぐ電話 二■ ■

消費者ホットライン188番

神奈川県

消費生活課HP
クーリング・
オフのしくみ

かながわ

中央消費生活センター

Twiter

神奈川県

消費生活課

公式Facebook
かながわの消費生活 財翔 鼈 神奈川県・神奈川県警察
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